
公立大学法人山梨県立大学教職員就業規則 
（平成２２年４月１日制定 法人第３２０１号） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）

第８９条の規定に基づき、公立大学法人山梨県立大学（以下「法人」という。）に勤務

する教員及び職員（以下「教職員」という。）の就業に関して必要な事項を定めること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、教員とは教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者を

いい、職員とは教員以外の者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、常勤の教職員（公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則

（以下「有期雇用教職員就業規則」という。）の適用を受ける教職員を除く。）に適用

する。ただし、特定の事項について特例を定めたときはこの限りではない。 

２ 山梨県から、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年

法律第５０号）及び公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例（平成１３年山梨

県条例第４３号）の規定に基づき、法人に派遣される職員の就業に関する事項について

は、法人と山梨県で締結される山梨県職員の派遣に関する協定において規定されている

事項を除き、この規則を適用する。 

３ 第１項に規定する教職員以外の教職員の就業については、有期雇用教職員就業規則の

定めるところによる。 

（法令との関係） 

第４条 この規則に定めのない事項については、労基法その他関係法令の定めるところに

よる。 

（規則の遵守） 

第５条 理事長及び教職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。 

 

第２章 人事 

    第１節 採用 

（採用） 

第６条 教職員の採用は、選考又は競争試験によるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、教員の採用については、公立大学法人山梨県立大学教員選

考規程（以下「教員選考規程」という。）、職員の採用については、公立大学法人山梨

県立大学職員選考規程（以下「職員選考規程」という。）の定めるところによる。 

３ 理事長は、任期を定めて教職員を採用することができる。（任期を定めて採用された

教職員を以下「任期付教職員」という。）この場合の任期その他必要な事項については、

公立大学法人山梨県立大学教職員任期規程の定めるところによる。 

（採用時の提出書類） 

第７条 教職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

ただし、理事長が提出を要しないと認める場合は、その一部を省略することができる。 

(１) 最終学歴の卒業証明書  

 (２) 健康診断書（３月以内のもの） 

 (３) 住民票記載事項証明書 

(４) 勤務（職歴）証明書 

 (５) 就こうとする職務に必要な資格に関する証明書 

 (６) その他理事長が必要と認める書類 

２ 教職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにこ

れを届け出なければならない。 



（試用期間） 

第８条 新たに教職員として採用された者については、採用の日から６月を試用期間とす

る。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができ

る。 

２ 前項の試用期間は、理事長が特に認めたときは、１年に至るまで延長することができ

る。 

３ 試用期間は、勤続期間に通算する。 

４ 試用期間中又は試用期間満了時に、教職員として不適格と理事長が認めた場合は、解

雇することができる。 

    第２節 労働条件の明示 

（労働条件の明示） 

第９条 理事長は、労働契約締結の際に、採用しようとする教職員に対し、この規則を提

示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件に

ついては口頭又は文書により明示するものとする。 

(１) 労働契約の期間に関する事項（任期付教職員にあっては、当該任期満了後におけ

る当該雇用の更新の有無、通算契約期間又は更新回数の上限及びその判断基準を含

む。） 

(２) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（変更の範囲を含む。） 

 (３) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休 

暇に関する事項 

 (４) 給与に関する事項（昇給に関する事項及び退職金に関する事項を含む） 

 (５) 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

 (６) 無期転換の申込みに関する事項（任期付教職員に限る。） 

 (７) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項（任期付教職員に限

る。） 

    第３節 評価 

（評価） 

第１０条 理事長は、教職員の勤務実績、職務遂行能力及び成果等（以下「勤務実績等」

という。）について、評価を実施するものとし、その評価の結果に応じた措置を講ずる。 

２ 教職員の評価の方法等については、別に定める。 

    第４節 昇任及び降任 

（昇任） 

第１１条 教職員の昇任（上位の職に就けることをいう。以下同じ。）は、選考により行

う。 

２ 前項の選考は、勤務実績等の評価に基づいて行う。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員の昇任については、教員選考規程及び職員選考規

程の定めるところによる。 

（降任） 

第１２条 理事長は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、降任（上

位の職を解任し、下位の職に就けることをいう。以下同じ。）をすることができる。こ

の場合において、当該教職員の給与を調整するものとする。 

(１) 勤務実績が著しく不良な場合 

(２) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、これに堪えない場合 

(３) 職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠く場合 

(４) 本人が希望し、これを理事長が認めた場合 

(５) 組織の改廃若しくは過員を生じた場合又は経営上若しくは業務上やむを得な事

由による場合 

２ 理事長は、教職員を降任する場合にあっては、その旨を記載した書面を交付して行わ

なければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員の降任については、公立大学法人山梨県立大学教



職員の懲戒等に関する規程（以下「懲戒等規程」という。）の定めるところによる。  

    第５節 異動 

（配置） 

第１３条 理事長は教職員の配置について、法人の業務上の必要性及び本人の適性等を考

慮して行う。 

（異動） 

第１４条 理事長は、教職員に対し、法人の業務の都合により、配置換及び兼務（以下「

配置換等」という。）を命じることができる。 

２ 配置換等を命じられた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員等の配置換等に関し必要な事項は、別に定めると

ころによる。 

（赴任） 

第１５条 異動を命じられた教職員及び新たに採用された教職員は、直ちに赴任しなけれ

ばならない。ただし、理事長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでは

ない。 

（クロスアポイントメント制度） 

第１５条の２ 教員は、法人と法人以外の機関（以下「他機関」という。）との間におい

て締結した協定に基づき、法人の教員としての身分を保有したまま他機関の職員として

雇用され、法人及び他機関において、業務に従事すること（以下「クロスアポイントメ

ント制度」という。）ができるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度については、公立大学法人山

梨県立大学クロスアポイントメント制度に関する規程の定めるところによる。 

    第６節 休職 

（休職） 

第１６条 理事長は、教職員（試用期間中の者を除く。以下この条から第１９条までにお

いて同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。 

(１) 心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合 

(２) 刑事事件に関し起訴された場合 

(３) 前各号に掲げる場合のほか、理事長が認めた場合 

２ 前項第１号の規定により教職員を休職にする場合には、医師の診断書に基づき理事長

が判断する。 

３ 理事長は、教職員を休職にする場合にあっては、その旨を記載した書面を交付して行

わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、教職員の休職については、懲戒等規程の定めるところに

よる。 

（休職の期間） 

第１７条 前条第１項の規定による休職の期間（以下「休職期間」という。）は、次の各

号に定めるところによる。 

(１) 前条第１項第１号及び第３号に該当する場合 必要に応じ、３年を超えない期間 

で理事長が定める期間 

 (２) 前条第１項第２号に該当する場合 当該刑事事件が裁判所に係属する期間 

２ 任期付教職員の休職期間が満了する日は、当該任期付教職員の任期満了日を超えるこ

とはできない。 

３ 前条第１項第１号に掲げる場合に該当し、休職していた教職員が復職後３月以上正常

な勤務をせず同一の事由及び類似の事由により再び休職を命じられた場合の休職期間

については、復職前の休職期間を通算するものとする。 

（復職等） 

第１８条 理事長は、第１６条第１項の規定により休職とした事由（以下「休職事由」と

いう。）が消滅したときは、当該教職員を速やかに復職させる。 

２ 理事長は、休職期間の満了前であっても、休職事由が消滅したと認める場合には、復



職させるものとする。 

３ 教職員が第１６条第１項第１号に規定する休職から復職する場合にあっては、休職期

間の満了する日までに、医師の診断書を添えて復職を願い出なければならない。 

４ 休職とした教職員を復職させる場合においては、原則として休職する前の職務に復職

させるものとする。ただし、業務の都合その他の事情により異なる職務に就かせること

ができる。 

（休職者の身分及び給与） 

第１９条 休職者は、教職員としての身分は有するが、職務に従事しない。 

２ 休職者の給与については、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程（以下「給与規

程」という。）の定めるところによる。 

    第７節 退職及び解雇 

（退職） 

第２０条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって

退職とし、教職員としての身分を失う。 

(１) 次条の規定により退職願を提出し、理事長が承認した場合 理事長が退職日とし 

て承認した日 

(２) 第２２条の規定により定年に達した場合 定年退職日 

 (３) 第２３条の規定により定年の特例が認められた教職員の雇用期間が満了し、雇用 

期間の更新がされない場合 雇用期間満了日 

 (４) 第２４条の規定により再雇用された教職員の雇用期間が満了し、雇用期間の更新 

がされない場合 雇用期間満了日 

 (５) 任期付教職員の雇用期間が満了し、雇用期間の更新がされない場合 雇用期間満 

了日 

 (６) 第１６条の規定により休職を命じられている者が、休職事由が消滅し、又は休職 

期間が満了してもなお復職できない場合 休職期間満了日 

 (７) 死亡した場合 死亡日 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、退職を願い出た教職員が第４４条第１項各号の

いずれかに該当し、懲戒処分の手続を行っている場合にあっては、当該退職を認めない

ことができる。 

（自己都合退職） 

第２１条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の１

月前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、理事長が特に認

めた場合は、この限りではない。 

（定年退職） 

第２２条 教職員の定年は、教員（助手を除く。）は満６５歳、職員及び助手は満６０歳

とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日を定年退職日とする。 

（定年の特例） 

第２３条 前条の規定により定年に達した教職員について、特別の必要がある場合は、そ

の教職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、引

き続いて勤務させることができる。 

２ 理事長が前項の事由が引き続き存ずると認める場合は、１年を超えない範囲内で期限

を延長することができる。ただし、その期限は、定年退職日の翌日から起算して３年を

超えることができない。 

（再雇用） 

第２４条 理事長は、定年に達する教職員で再雇用を希望する者について、第２５条に規

定する解雇事由に該当する場合を除き、任期を定め採用するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の再雇用については、公立大学法人山梨県立大学教

職員再雇用規程の定めるところによる。 

（解雇） 

第２５条 理事長は、教職員が第１号から第４号まで若しくは第７号のいずれかに該当す



る場合又は法人が第５号若しくは第６号のいずれかに該当する場合は、解雇することが

できる。 

(１) 勤務実績等が著しく良くない場合 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合 

(３) 前２号に規定する場合のほか、職務を遂行するために必要な適格性を欠く場合 

(４) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合 

(５) 事業活動の縮小その他法人の経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認め

た場合 

 (６) 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合 

 (７) その他前各号に準ずる事由がある場合 

２ 理事長は、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇する。ただ

し、教職員が第２号に該当する場合でその刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、

その刑の執行を猶予されたときにあってはその情状を考慮して特に必要があると認め

るときは、当該教職員を解雇しないことができる。 

(１) 禁錮以上の刑に処せられた場合 

(２) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員の解雇については、懲戒等規程の定めるところに

よる。 

（解雇制限） 

第２６条 前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期

間は解雇しない。 

(１) 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間。

ただし、療養開始後３年を経過した日において地方公務員災害補償法（昭和４２年

法律第１２１号）若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基

づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けること

となった場合はこの限りでない。 

(２) 労働基準法第６５条に定める産前産後の休業する期間及びその後３０日間。 

２ 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合で、所

轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。 

（解雇予告） 

第２７条 理事長は、教職員を解雇しようとする場合は、少なくとも３０日前にその予告

をしなければならない。３０日前に予告しない場合にあっては、３０日分に相当する平

均賃金を支給する。 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することな

く解雇するものとする。 

(１) 試用期間中の者を採用の日から１４日以内に解雇する場合 

(２) 第４５条第４号に定める懲戒解雇をする場合で、所轄労働基準監督署長の認定を

受けたとき。 

(３) 天災事変その他やむを得ない事由のために法人の事業の継続が不可能となった

場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。 

（退職又は解雇後の責務） 

第２８条 退職した者又は解雇された者は、法人から借用している物品を速やかに返還し

なければならない。 

（退職証明書） 

第２９条 理事長は、教職員であった者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞な

くこれを交付する。 

２ 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、証明すべき事項を

限定して請求があった場合は、この限りではない。 



(１) 勤続期間  

(２) 業務の種類  

(３) 職位  

(４) 給与  

(５) 退職の事由（解雇された場合は、その理由を含む。） 

 

第３章 給与及び退職手当 

（給与） 

第３０条 教職員の給与については、給与規程の定めるところによる。 

（退職手当） 

第３１条 教職員の退職手当については、公立大学法人山梨県立大学教職員退職手当規程

の定めるところによる。 

 

   第４章 服務 

（誠実義務） 

第３２条 教職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行し

なければならない。 

２ 教職員は、日常行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益の

ために用いてはならない。 

３ 教職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。 

（服務） 

第３３条 教職員は、法令、この規則及び法人の諸規程（以下「法令等」という。）を遵

守し、上司の指揮命令に従い、その職務を遂行しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の服務については、公立大学法人山梨県立大学教職

員服務規程の定めるところによる。 

（職務専念義務） 

第３４条 教職員は、法令等に定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力

のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する業務に従事しなけれ

ばならない。 

２ 教職員は、あらかじめ理事長の承認を得てその職務に専念する義務を免除されること

ができる。 

(１) 研修を受ける場合 

(２) 法人が実施する健康診断を受ける場合 

(３) その他理事長が適当であると認める場合 

（信用失墜行為の禁止） 

第３５条 教職員は、法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は教職員全体の名誉を毀損す

る行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第３６条 教職員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

（兼業） 

第３７条 教職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の職務に従事し、又は自

ら営利企業を営んではならない。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の兼業については、公立大学法人山梨県立大学教職

員兼業規程の定めるところによる。 

（職務に係る倫理） 

第３８条 教職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の職務に係る倫理については、公立大学法人山梨県

立大学教職員倫理規程の定めるところによる。  

（人権侵害の防止及び排除） 



第３９条 教職員は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、その他

の人権侵害（以下「人権侵害」という。）をいかなる形でも行ってはならず、これの防

止及び排除等に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、人権侵害の防止及び排除等については、公立大学法人山梨

県立大学人権侵害の防止等に関する規程の定めるところによる。 

 

第５章 勤務時間、休日、休暇等 

（勤務時間等） 

第４０条 教職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人山梨県立大学教

職員の勤務時間等に関する規程の定めるところによる。 

（育児休業及び介護休業） 

第４１条 教職員のうち、３歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業の適用を

受けることができる。 

２ 教職員は、疾病等のため介護を要する者を介護する場合は、介護休業の適用を受ける

ことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、育児休業及び介護休業については、公立大学法人山梨県

立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程に定めるところによる。 

 

第６章 研修 

（研修） 

第４２条 教職員は、業務に関し必要な知識、技能等を向上させるため、研修に参加する

ことを命じられた場合は、研修を受けなければならない。 

２ 法人は、教職員の研修の機会の提供に努めるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員の研修については、公立大学法人山梨県立大学教

職員研修規程の定めるところによる。 

 

   第７章 表彰 

（表彰） 

第４３条 教職員が特に顕著な業績を上げた場合、特に法人の名誉を高める行為を行った

場合その他特に他の教職員の模範となる行為を行った場合には、表彰を行う。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の表彰については、公立大学法人山梨県立大学教職

員表彰規程の定めるところによる。 

 

   第８章 懲戒等 

（懲戒） 

第４４条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行うことができ

る。 

(１) 正当な理由なく無断欠勤し、又は遅刻、早退を繰り返すなど、勤務を怠った場合 

(２) 正当な理由なく業務上の指示及び命令に従わなかった場合 

(３) 故意又は重大な過失により、法人に損害を与えた場合 

(４) 刑法犯に該当する行為があった場合 

(５) 私生活上での非違行為又は法人に対する誹謗中傷等によって、法人の名誉を傷つ 

け、又は業務に影響を及ぼすような行為があった場合 

 (６) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 

 (７) 重大な経歴詐称をした場合 

 (８) その他法令及び就業規則その他諸規程に違反した場合 

 (９) 前各号に準ずる行為があった場合 

２ 理事長は管理監督下にある教職員に前項各号に規定する行為があったときは、当該管

理監督者をその監督責任により懲戒処分を行うことができる。 



３ 理事長は、教職員に対し懲戒処分を行う場合にあっては、その旨を記載した書面を交

付して行わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、教職員の懲戒に関し必要な事項は、懲戒等規程の定める

ところによる。 

（懲戒の種類） 

第４５条 懲戒の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒めること。 

 (２) 減給 始末書を提出させ、給与を減額する。ただし、その額は、１回の額が労働 

基準法第１２条に定める平均賃金の１日分の半額を超えず、その総額が一給与支給 

期における給与の総額の１０分の１を超えない範囲内とする。 

 (３) 停職 始末書を提出させ、１日以上６月以下の期間、職務に従事させないこと。 

この期間中、いかなる給与も支給しない。 

 (４) 懲戒解雇 予告をすることなく、即時に解雇すること。この場合において、退職 

手当は支給しない。  

（訓告等） 

第４６条 理事長は、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、文書又は口頭

により、訓告又は注意を行うことができる。 

（損害賠償） 

第４７条 理事長は、教職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合におい

ては、前２条の規定による懲戒処分又は訓告等を行うほか、その損害の全部又は一部を

賠償させることができる。 

 

第９章 安全衛生 

（安全衛生管理） 

第４８条 理事長は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及びその他の関係法令

に基づき、教職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため、教職員の安全及び衛生

に関し、必要な措置を講じるものとする。 

２ 教職員は、安全の確保及び健康の保持増進について、関係法令のほか、上司の指示を

守るとともに、理事長が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生については、公立大学法人山梨県

立大学教職員安全衛生管理規程に定めるところによる。 

 

   第１０章 出張 

（出張） 

第４９条 理事長は、職務上必要がある場合には、教職員に出張を命ずることができる。 

２ 出張を命じられた教職員が出張を終えたときは、速やかに文書又は口頭をもって、そ

の状況を報告しなければならない。 

（旅費） 

第５０条 第１５条に規定する赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については、公

立大学法人山梨県立大学教職員旅費規程の定めるところによる。 

 

   第１１章 福利厚生 

（福利厚生） 

第５１条 理事長は、教職員の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。 

 

   第１２章 災害補償 

（業務災害及び通勤災害） 

第５２条 教職員が業務上又は通勤上で災害を被った場合の補償については、地方公務員

災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

 



   第１３章 職務発明等 

（職務発明等） 

第５３条 教職員の職務発明については、公立大学法人山梨県立大学教職員等職務発明規

程の定めるところによる。 

 

   第１４章 雑則 

（委任） 

第５４条 この規則に定めるもののほか、教職員の就業に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日前に地方公務員法、山梨県条例、同規則、山梨県立大学の学内規程

及びその他関係法令等（以下「地方公務員法等」という。）により発令又は承認を受け

ていた教職員が、地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により法人に承継された場

合には、法人から別に辞令を発せられない限り、当該発令又は承認の効力を継承する。 

３ この規則の施行日前に地方公務員法等により、教職員が懲戒、分限処分を受けていた

場合についても、前項と同様に効力を継承するものとする。 

４ この規則の施行日前に行った教職員の非違行為は、この規則の施行後の法人の教職員

として行ったものとみなし、第４４条の規定を適用するものとする。 

 

  附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この規則は、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、令和８年２月９日から適用する。 


